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『市民に愛され親しまれる公共施設を次世代に継ぐために』 

 

～はじめに～ 

弘前市の公共施設は、人口増加が続いていた 1975（昭和 50）年代までに

整備されたものが約半数となっており、間もなく建替や大規模改修の時期を迎

えます。人口減少・少子高齢化により厳しさを増す財政状況など、社会を取り

まく現状も変化し、公共施設に求められる機能や役割も変化しています。 

弘前市では、このような課題に対して、経営的視点から総合的かつ長期的に

施設整備や管理運営を行うため、ファシリティマネジメント（ＦＭ）※の手法を

取り入れ、様々な取り組みを進めています。 

2013（平成 25）年度には、ＦＭを推進するための基本的な考え方として、

「弘前市ファシリティマネジメント基本方針」を策定し、2015（平成 27）年

度には、同方針を継承し、市民の財産であるすべての公共施設について、適切

な維持管理のもと、長期的な視点で有効に活用しながら、市民サービスの維持・

向上を図ることを目的に「弘前市公共施設等総合管理計画」を策定しています。

また、2020（令和２）年度には、個別施設の状態や維持管理・更新等に係る

対策の内容と実施時期を定めた「弘前市公共施設個別施設計画」を策定し、よ

り具体的な対策を進めています。 

本書は、公共施設の現状や配置状況、利用状況、維持管理にかかる経費など

の情報を市民の皆様と共有し、今後の公共施設の総合的かつ計画的な管理を推

進するための基礎資料として活用するために、弘前市公共施設白書（2020（令

和 2）年度版）の内容を更新したものです。 

 

※ファシリティマネジメントとは 

「土地・建物・設備といったファシリティを対象に、これらを経営資産ととらえ、経営的な視点から設備

投資や管理運営にかかるコストの最小化、効用の最大化を図り、総合的かつ長期的に企画、管理、活用す

る経営活動」をいいます。 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
～記載範囲～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本白書の掲載対象は弘前市の保有するすべての「建物」です。このうち、市

民の皆様に身近な施設について、用途別に分類して詳しく記載しています。道

路や橋りょう、上下水道関連施設といったインフラ系の施設や、建物のない施

設、土地などは記載の対象外となっています。 

※弘前市公共施設等総合管理計画より 

弘前市の資産 

公共建築物の施設管理の考え方（イメージ） 

公有財産 物 品 債 権 基 金 

普通財産 

 

行政財産 

施
設
総
量 

施 設 の 長 寿 命 化 

コスト縮減 

「ムリ」・「ムダ」・「ムラ」をなくし、効率運用 

「定期点検」と「予防保全」により健康で長生きに 

質の向上 

・業務委託内容や発注方法等の見直し 

・遊休財産の売却、貸付等による財源の確保 

・民間資金・ノウハウ等、民間活力の導入 など 

量・質・ 
コストの 

見直し 

… 

維持管理 
コスト 

施設の質 

 

現在の公共施設 将来の公共施設 

維 持 管 理 費 の 縮 減  

【弘前市の資産の概要】 

 

 

建 物 工作物等 

量
の
適
正
化 

・施設毎の保全計画、維持管理マニュアルの策定 

・日常的な点検と計画的な修繕の実施   など 

 

土 地 

 

・おおむね中学校区を基本とした施設配置の検討 など 

工作物等 

「学校」を地域コミュニティの核としたまちづくり 

施設総量の適正化・適正配置 

土 地 建 物 

（掲載対象）弘前市の保有するすべての「建物」 

※公用・公共用に使用 ※行政財産以外の財産 




